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建設水道委員会記録 
   

○開催日時 

平成３０年９月７日 午前９時５６分～午後１時１５分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（６人）

   委 員 長  福 元 光 一 

   副委員長  森 永 靖 子 

委  員  大田黒   博 

委  員  宮 里 兼 実 

委  員  川 添 公 貴 

委  員  成 川 幸太郎 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   建 設 部 長  泊   正 人 

   建 設 政 策 課 長  須 田 徳 二 

   建 設 整 備 課 長  吉 川 正 紀 

   建 設 維 持 課 長  内 田 俊 彦 

   都 市 計 画 課 長  伊 東 理 博 

        課 長 代 理  福 壽 清 則 

   区 画 整 理 課 長  川 畑   稔 

   入来区画整理推進室長  引 地 明 吉 

建 築 住 宅 課 長  福 島 和 朗 

────────────────── 

水 道 局 長  新 屋 義 文 

水 道 管 理 課 長  草 留 隆 志 

水 道 工 務 課 長  四 元 新 一 

下 水 道 課 長  徳 重 勝 美 

────────────────── 

財 政 課 長  鬼 塚 雅 之 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

  事 務 局 長  田 上 正 洋 議事グループ員  藤 井 朋 子 

───────────────────────────────────────── 
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○審査事件等 

審 査 事 件 等 所 管 課 

議案第９４号 平成３０年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算 

議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

水 道 管 理 課 

水 道 工 務 課 

議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

下 水 道 課 

議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

建 設 政 策 課 

建 設 整 備 課 

建 設 維 持 課 

議案第９５号 平成３０年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計補 

正予算 

議案第９６号 平成３０年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特別会計補 

正予算 

議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

区 画 整 理 課 

議案第９７号 平成３０年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計 

補正予算 

議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

入来区画整理推進室 

議案第９０号 薩摩川内市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第９１号 薩摩川内市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第９２号 薩摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

建 築 住 宅 課 

議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算 

（所管事務調査） 

都 市 計 画 課 

─────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（福元光一）ただいまから建設水道

委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程について、事情により都市計画課を最後に

入れかえ、審査を進めたいと思いますが、御異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議ありませんので、

そのように審査を進めます。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、

会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長

において随時許可します。 

────────────── 

△水道管理課及び水道工務課の審査 

○委員長（福元光一）それでは、水道管理課

及び水道工務課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第９４号 平成３０年度薩摩川内市

簡易水道事業特別会計補正予算 

○委員長（福元光一）初めに、議案第９４号

平成３０年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補

正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道工務課長（四元新一）それでは、予算

に関する説明書（第２回補正）の７５ページをお

開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費２８９万７,０００円

の減額は、右側説明欄のとおり、４月の人事異動

に伴う職員の給与費の調整でございます。 

 次に７６ページをごらんください。 

 ２款１項１目施設整備費、額の補正はございま

せんが、右側説明欄のとおり、下甑島簡易水道建

設事業に係る委託料の執行残を工事請負費に組み

替えて、事業の進捗を図るものでございます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

返っていただいて７３ページをお開きください。 

 ６款１項１目一般会計繰入金７８８万

２,０００円の減額は、一般会計からの繰入金に

よる財源調整でございます。 

 次に７４ページをごらんください。 

 ７款１項１目繰越金４９８万５,０００円の増

額は、右側説明欄のとおり、純繰越金の確定に伴

い調整するものでございます。 

 ○委員長（福元光一）ただいま当局の説明

がありましたが、これより質疑に入ります。御質

疑願います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 採決します。本案を原案のとおり可決すべきも

のと認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）次に、議案第９３号平

成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算を議題と

します。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道工務課長（四元新一）それでは、一般

会計補正予算のうち、水道管理課及び水道工務課

分について説明いたしますので、予算に関する説

明書（第２回補正）の３７ページをお開きくださ

い。 

 ４款３項１目水道費、補正額７８８万

２,０００円の減額は、右側説明欄に記載のとお

り、簡易水道事業特別会計への繰出金の調整でご

ざいます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第９３号一般会計補正予算の審査

を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 
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 今回は、当局から報告事項はありませんので、

これより所管事務全般について、質疑に入ります。

御質疑願います。 

○委員（川添公貴）薩摩川内市全般の上水道の

件で、この間、いいアイデアを皆さんがおっしゃ

ったんですが、どのぐらい経費がかかるのかなと

思って。中津俣の水源地から旧川内市内に送ると

したときに、前に１回検討してもらったのが、宍

野から揚げて的場へおろしていくときに、約

３,０００万円ぐらいかかるということで計画が

あったんですけど、やはりこれからの塩水対策と

か、渇水対策等々、それから水がもったいないと

いうことを考えたときに、長期スパンで計画して

いくべきだろうと思うんですよね。水源確保のた

めに。 

 それで、大体、積もっていらっしゃったら、ど

れぐらいかかるのか。やるとしたら、どれぐらい

年数がかかるのか。これからやろうとしたら、そ

ういう考えがないのかどうか。まず長期的なスパ

ンで見ていただいて、中津俣の水はうまいですか

ら、旧川内地内にずっと配管を給水をできたらと

いう思いがあるんですけど、そこ辺について、将

来的な展望があったら教えいただきたいと思いま

す。 

○水道局長（新屋義文）将来的な展望につい

て、御説明いたします。 

 後の金額等については、課長のほうで、わかる

範囲でお答えさせていただきたいと思いますが、

まず一般質問でもお答えしましたとおり、その必

要性というのは、川内市街部の水の確保の必要性

というのは、認識しております。 

 今後、経営戦略とか水道ビジョン─今回水道

ビジョンも改定しないといけませんので、その中

で、今、おっしゃいました中津俣の水源について

も、どうしたらいいのか、また考えていきたいと

思っております。 

 今の段階で、将来的にこうだという部分はござ

いませんけれども、一つの代替水源の候補地であ

るということで、今後の検討を進めていきたいと

思っております。 

○委員（川添公貴）今の話を聞くと、多分試算

もこれからだろうと思うので、あえて問いません

けど、今、中津俣から出る水の３分の１程度を利

用しとっかな、５分の１かな。 

○水道工務課長（四元新一）現在、中津俣の

あのトンネル湧水では２,０００トンぐらい、今、

利用させていただいているんですが、実際、田海

川に捨て水は３万から４万トンあります。 

○委員（川添公貴）２,０００トンであの金額

であれば、工事費として軽く１０億円は超えます

ね。田海川に半分は流さにゃいかんとして、あと

１万トンぐらいは利用していく長期展望では、

１０億円を軽く超えると思うので、この旧川内地

区の的場とか、あっちは水路がないわけですから、

計画を練って、あっちの給水も含めて水道ビジョ

ンの中で組んでもらえればいいのかなと思ってい

ますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

○委員（大田黒 博）確認ですが、温泉の料

金について、湯之山館が２７０円、祁答院がまち

まち、２３０円、２５０円ですかね、１５０円の

ところもあると思うんですが。この前の走ろう会

の方々が、新聞等にも載っておりましたけれども、

祁答院の温泉を使われたときに２３０円というこ

とで、まちまちなところはその問題がないんです

かという確認はあったんですが、２３０円にして

も安いですよねという意見はいただいたんです。

市の調整において、その後２７０円以下であれば

という問題はないというのは認識しておりました

けれども、黒木温泉が週２日の休みを１日に短く

して、客の入り等も変わったのかなと思いながら、

その辺の金額等においての推移、市としてどうい

うふうな認識をされているのか、お伺いいたしま

す。 

○水道工務課長（四元新一）温泉につきまし

ては、今、それぞれ湯之山館はまだ直営の指定管

理、あと大村温泉につきましては民間譲渡いたし

ました。あと黒木温泉と市比野の上之湯・下乃湯

については、今、無償貸付という形で、運営をや

っているところでございます。 

 今、委員がおっしゃったように、２７０円以下

であればということで、今はそういう形なんです

が、実際、施設規模であったりとか、利用者であ

ったりとか、それぞれ違います。かかる経費等も

それぞれが違いますので、条例の範囲内で必要な

料金は決めていただくという形にしているんです

が、当然、料金改定をする場合は、こちらのほう

に相談があって、こちらのほうでもきちんと収支

等を精査しながら、今、やっている状況でござい
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ます。 

 実際、大村温泉も上げられました。あと上之

湯・下之湯も当初からすれば上がっております。

そういう形で、それぞれの施設の運営状況をやっ

ぱり加味しながら、料金設定は適正にやっていた

だきたいということで、こちらでは見守っている

ところでございます。 

○委員（大田黒 博）わかりました。まだ、

いまだに１５０円のところがあるんですかね。も

うないんですか。 

○水道工務課長（四元新一）もう１５０円は

ございません。今、上之湯・下之湯が一番低くて

２００円になってございます。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、水道管理課及び水道工務課を終わりま

す。 

────────────── 

△下水道課の審査 

○委員長（福元光一）次は、下水道課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）それでは、審査を一時

中止しておりました議案第９３号平成３０年度薩

摩川内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、議案第

９３号平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算

について説明いたします。 

 予算書の４７ページをお開きください。 

 歳出について説明いたします。 

 ８款５項４目下水道費の事項、下水道管理費に

おいて、本年４月の人事異動に伴う一般職９人分

の職員給与費等３２４万８,０００円を減額する

ものでございます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第９３号一般会計補正予算の審査

を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 今回、当局から報告事項はありませんので、こ

れより所管事務全般について、質疑に入ります。

御質疑願います。 

○委員（成川幸太郎）今、平佐のほうの下水

道の工事が始まったんですけれども、私も近くで

通っているんですが、やはりいろいろ狭いところ

ですから、交通上のいろんな問題があったんじゃ

ないかなと。そういった地元住民からの苦情みた

いなものは、上がってこなかったですか。 

○下水道課長（徳重勝美）現在、８月末で昨

年度の繰り越しの分の幹線の工事が終わりまして、

そのときに大分ふくそうするところでございまし

たけれども、一部地域の方から交通量についてい

ろいろちょっとありましたけれども、大きな問題

はなく無事に完成させていただいております。 

 また、平成３０年度の分の工事も、今後また発

注しなければならないところがございますもので

すから、その辺については、警察、地元と十分調

整しながら説明した上で、地元のほうに問題がな

いように、できるだけ進めていきたいというふう

に考えているところでございます。協力の方、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員（成川幸太郎）平成３０年度の予算に

おける工事というのは、大体いつぐらいから始ま

っているんですか。 

○下水道課長（徳重勝美）平成３０年度分の

工事につきましては、現在、もう発注して工事を

受けたところがございます。その分については、

おおむね工事については、１０月ぐらいから工事

にかかるような今の調整でございますものですか

ら、その前に地元の方々に説明会等を実施した上

で、工事を実施していきたいというふうに考えて

いるところであります。 

○委員（宮里兼実）この下水の今、川南のほう、

ここの普及率は何％ぐらいになっておりますか。 

○下水道課長（徳重勝美）この川南地区なん

ですけれども、供用開始している分が２５９ヘク

タールでございます。そのうち、今、おおむね約
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５割弱の方が下水道につないでいただいて、使用

していただいている状況でございます。下水道の

接続について推進しているところでございますか

ら、できるだけ延ばしていくような形で努力して

いきたいというふうに考えております。 

○委員（宮里兼実）はい、わかりました。 

○委員（川添公貴）下水道課だけではなくて、

ここでもう水道局は終わるということで、水道局

全般について局長にお伺いしたいと思いますけど、

６月の委員会の席で、早期発注をして対応してい

きたいということで、早期発注されたということ

でありました。 

 聞きたいのは２点、業者がそれに全部対応しき

ったのかどうかが１点、それから対応するために

工期を十分にとったのかどうか、この２点につい

てお伺いをしたい。理由は、あるところで、寝ず

に工期に間に合わすように作業をされていらっし

ゃいました。寝ずにですよ。というのは、きょう、

ある現場を夜の８時に終わらせて、それから寝ず

に次の現場を朝まで行って、次の現場を翌朝７時

に出てきてという作業実態が長期にわたってあっ

たように聞いています。 

 ですので、早期発注はありがたいことなんです

けど、今、この人が足りない、技術者が足りない

状況なので、十分工期をとったのかどうか。標準

工期だけじゃなくて十分とったのかということも

あわせてお聞きしたいと思います。 

○水道局長（新屋義文）できるだけ早期発注

で対応したいということで、水道局では、特に工

務課のほうですけれども、やっておりますが、入

札につきまして全て落札をしていただいたところ

であります。 

 それと、工期につきましては、標準工期、それ

と、今、言われている土日の関係の部分も含めた

形での指導が来ておりますので、十分工期的には

とって発注はしていると思います。例えば、現場

現場によっては、出水があったりとか、またやは

り不明管があって掘り直さなきゃいけないとか、

そういう現場の事情がございますので、それにつ

いては、工期を延長しながら業者と対応をしてい

るということでありまして、もしそういう委員の

おっしゃるような徹夜の工区があったかどうかに

ついては、またこちらでも調査をさせていただき

たいと思います。 

○委員（川添公貴）それは業者さんから言われ

たことじゃなくて、私が見とってそういう実態が

あったんで。作業員の方々と話をしながら、現場

がどげんけって。ことしの夏は、皆さんは御存じ

ですよね。扇風機つきのジャンパーを皆さん、着

用されて作業されていたんですが、それぐらい暑

かったですよね。これ一つ、早期発注はありがた

いんです。この気温、天候を鑑みて、これを標準

工期で発注されるのも当たり前なんでしょうけど、

せっかく早期発注されるんで、工期に若干ゆとり

を持っていただいて、もうちょっと余裕を持って

やっていただくような形をとっていただければい

いのかなと、この作業をするのをずっと見ていて

そう思った次第です。 

 そのいい悪いは言いませんよ。そこが困ってい

るということも一切おっしゃらないので、発注す

る立場として、そういう配慮を持って、若干、土

日は休んでくださいとか、夏場の暑い時期は休ん

でくださいとかというような配慮を持ったその工

期を設定していただければありがたいのかなと思

っていますので、平成３１年度以降も、早期発注

と工期については十分配慮をいただければという

ふうな考えです。 

○水道局長（新屋義文）早期発注につきまし

ては、水道局としては、今後も取り組んでいきた

いと思います。 

 それと、工期については、全庁的なことになっ

ていくと思います。ですので、こういう御意見が

あったということで、契約検査課ともまた協議を

させていただきたいと思っております。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、下水道課を終わります。 

────────────── 

△建設政策課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建設政策課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）それでは、審査を一時

中止しておりました議案第９３号平成３０年度薩
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摩川内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設政策課長（須田徳二）それでは、議案

第９３号平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予

算のうち、建設政策課分について説明いたします｡ 

 各会計予算書・予算に関する説明書（第２回補

正）の２４ページをお願いいたします。 

 ２款１項１３目地籍調査費において５０３万

３,０００円を減額し、補正後の額を７,２５５万

１,０００円とするものであります。 

 補正の内容でありますが、本年４月１日付の人

事異動に伴い、説明欄記載のとおり、事項、用地

管理事務費において、職員の給料及び職員手当等

を調整するものであります。 

 次に４４ページをお願いいたします。 

 ８款１項１目土木総務費において１,７３６万

１ ,０００円を増額し、補正後の額を２億

４,５４９万３,０００円とするものであります。 

 補正の内容でありますが、地籍調査費と同様に、

本年４月１日付の人事異動に伴い、説明欄記載の

とおり、事項、土木総務費において、職員の給料

及び職員手当等を調整するものであります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第９３号一般会計補正予算の審査

を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○建設政策課長（須田徳二）１点だけ、報告

とお願いをいたします。 

 南九州西回り自動車道阿久根川内道路の着工式

についてであります。 

 阿久根川内道路は、これまで阿久根インターチ

ェンジと（仮称）西目インターチェンジ間を先行

して用地買収等も行われてきましたが、皆様も新

聞等で御存じのとおり、この区間において、今年

度工事に着手されることとなっています。 

 また、まだ日程等は決定しておりませんが、こ

の工事着手を前に阿久根市において、阿久根川内

道路着工式典が行われることとなっております。

議員各位に鹿児島国道事務所より案内があります

ので、出席していただければと思います。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて、これより所管事務

全般について質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）この建設政策課のほう

でいいと思うんですが、先日、９月１日の建設新

聞で、工事に関する警備員不足で工期がおくれた

り、そういう形での意見交換をする中でそういう

意見が出たということで、大きく載っておりまし

た。九州電力の大きな工事を抱えておりながら、

そういうものも確かにあるのかなと思いながら、

本市の工事において、そういうおくれ、あるいは

そういう話し合いの場で、工期を含めて上乗せを

する、鹿児島から警備員が来るというような対応

のものが、クリアされたのか。この新聞を見ます

と、検討していますというような内容が載ってお

りますけれども、どのような形になったのか、教

えていただけますか。 

○建設部長（泊 正人）窓口が契約検査課に

なっていまして、こちらで説明をしますが、これ

まで建設業協会から経営者の方と、部長・課長と

の意見交換会というのを何回かしていたんです。

現場代理人と監督職員とのいろんな現場での質疑、

そういう意見交換をさせてほしいということで、

その会が開かれたのが９月１日の建設新聞に載っ

ていました。 

 それで、どんな意見が出ましたかという話をし

ましたら、一番大きかったのが、今、大田黒委員

の言われる、交通整理員が不足していると。薩摩

川内市が発注してするんですけれども、薩摩川内

管内に警備員が足りなくなると、鹿児島市とか、

よそから市外から頼むとプラス３,０００円ぐら

い支払わないといけないということで、非常に割

高になるということで、そこでは、プラスして設

計書に入れるという話までは至っていないんです

けれども、そこは、今後検討するというふうな話。 

 それと１件、建設維持課で発注している分で、

川内高校の横で国道３号、里城組さんから出ると

ころの交差点の改良工事をしたんですが、どうし

ても誘導員が見つからない。特に国道３号にタッ

チするので、国道事務所の指示が、何人つけなさ
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いというのが非常に厳しいといいますか、人数も

多くつけなさいということなので、確保できなく

て１カ月ぐらい工事を休止した案件がありました。

もちろんその分は工期延期をしたり、その分の手

数料みたいなのは変更で見て、おかげさまで完了

したんですけれども、いろんなところでそういう

話は聞いております。 

 技術員も不足ということもあるんです。警備員

が足りないというのは、今後、先ほど後ろで聞い

ていて、川添委員の話の中で的確な工期という話

にも影響してくると思いますので、再度また契約

検査課を通じて、県とか国道事務所あたりとも協

議をさせていただきたいと思っています。 

○委員（大田黒 博）わかりました。この以

前、２０１７年度あたりで、その自社警備という

のはもうできなくなったわけですね。その時点で

また検討して、施策ができて考えるということで

いいんですよね。わかりました。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、建設政策課を終わります。 

────────────── 

△建設整備課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建設整備課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）それでは、審査を一時

中止してありました議案第９３号平成３０年度薩

摩川内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設整備課長（吉川正紀）では、議案第

９３号平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算

の建設整備課分について説明いたします。 

 まず、歳出のほうから説明いたしますので、予

算に関する説明書（第２回補正）の４５ページを

お開きください。 

 ８款２項３目道路新設改良費で、補正額１億

２,３１０万７,０００円の減額です。 

 右側説明欄をごらんください。一般道路整備事

業費は８,２３９万１,０００円の減額で、職員の

人事異動に伴う給料などの減額及び工事請負費は、

川内地域の馬場掛川線で国からの交付金の内示に

伴い減額するものです。 

 また、中甑江石線整備事業費及び鳥ノ巣線整備

事業費で合計の４,０７１万６,０００円の減額に

なります。これも国からの交付金の内示に伴い、

工事請負費を減額するものです。 

 次に、４７ページをお開きください。 

 ８款５項２目街路費で、建設整備課分は、右側

説明欄をごらんください。 

 駅前白和線整備事業費で、国からの交付金の内

示が要望額より減額されたことにより財源調整す

るものです。なお、この事業は、今年度で完了予

定です。 

 次に、４８ページをお開きください。 

 ８ 款 ５ 項 ５ 目 公 園 緑 地 費 で 、 補 正 額

１,２５７万５,０００円の減額であります。 

 右側説明欄に記載の公園管理事業費は

１,２５７万５,０００円の減額で、職員の人事異

動に伴う給料などの増減及び工事請負費は、国か

らの交付金の内示に伴い減額するものです。これ

は、公園施設長寿命化事業により遊具などを更新

する整備事業費です。 

 また、丸山自然公園整備事業費については、国

からの交付金の内示額が要望額より下回ったこと

から財源調整するものです。この丸山自然公園の

整備事業は、２０２０年に開催される「かごしま

国体」のホッケー会場の整備になります。なお、

この事業は今年度で完了予定です。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき１１ページをお開きください。 

 １５款２項６目土木費補助金、１節道路橋梁費

補助金のうち、建設整備課分について説明いたし

ます。 

 右側説明欄に記載の社会資本整備総合交付金で

６,４９４万６,０００円の減額になります。これ

は、先ほど歳出のところで説明いたしました、馬

場掛川線・中甑江石線・鳥ノ巣線整備事業費で国

からの事業内示に伴い減額するものです。また、

要望額に対する内示額率は４１.５％でした。 

 下段の２節、都市計画事業費補助金について説

明いたします。 

 右側説明欄に記載の社会資本整備総合交付金の

６２１万４,０００円のうち、建設整備課分は
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２６２万円の減額になります。これは、先ほど歳

出のところで説明いたしました駅前白和線整備事

業費で、国からの事業内示に伴い減額するもので

す。また、要望額に対する内示額率は８８.６％

でした。 

 下段の３節、公園緑地事業費補助金について説

明いたします。 

 右側説明欄に記載の公園施設整備事業補助金は

１,３００万円の減額になります。これは、先ほ

ど歳出のところで説明いたしました、公園施設長

寿命化及び丸山自然公園整備事業費で国からの内

示に伴い減額するものです。また、要望額に対す

る内示額率は７８.３％でした。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○建設部長（泊 正人）ただいま課長からの

説明の中に、国庫補助の内示額の減によるという

ことを説明をしました。この後、建設維持課、都

市計画課、区画整理課、建築住宅課も同じような

説明をするんです。下水道課もそうだったんです

けれども、さきの正副委員長レクのときに、市全

体でどれだけ要望して、どれだけ内示があったの

かという質問をいただいておりましたので、ここ

で説明をさせていただきたいと思います。 

本年度、社会資本総合交付金で、下水道、建築

も含めまして、全てで国の国庫補助で９億

９,５００万円を要望いたしました。内示があっ

たのが６億１ ,４００万円ということで、

６１ .７％です。下水道については、ほぼ

１００％なんですが、今、建設整備課で言いまし

た４０何％とか、６０何％とか、こう事業によっ

て若干違いますけれども、全体で６１.７％の内

示であったということ。 

 それから、道路関係に絞りますと、道路、街路、

区画整理にいたしますと、７億３,０００万円に

対しまして３億９,０００万円で、５３.４％ほど

でありました。それについて、この後、各課が減

額の説明をさせていただくことになります。 

○委員長（福元光一）それでは、御質疑願い

ます。 

○委員（川添公貴）これからの全般の歳入にか

かわることなんで、聞こうかなと思っていたら、

先にちょっと話をされたので。まず、要求の見込

みが甘かったのかどうかという点がなかったのか

ということ。というのは、９億９,５００万円に

対して６１.７％ということは、かなり減額され

ているので、まずそこが甘かったのかどうか。 

 それから、見込みとして甘くなかったと仮に仮

定したときに、国が何でこれだけ大きく減額した

のか。というのは、例年に沿って大体これぐらい

の要望に対しては、これぐらい来るだろうという

予算を組まれたと思うんですよ。それを踏まえる

と、国が何でここまで減額したのか。国の予算書

を見ると、社会資本総合整備交付金については全

国枠で増額しているんですよね。国の予算枠は増

額しているんで、なぜ、本市だけこういうことに

なった要因が、どこにあるのかということを聞い

てみたいと思います。 

○建設部長（泊 正人）まず、ここ三、四年

の内示率なんですが、道路関係だけでちょっと調

べていないものですから、平成２７年度が

３２.６％しか内示がない。平成２８年度が

４４.５％、昨年２９年度が５９.５％まで上がっ

てきまして、ことしが５３.４％ということで、

当然、市がやりたい、来年度やりたい区域延長の

そういうものについては、要望をしていきます。 

 あと、県のほうの調整で、県の指導も受けてこ

れぐらいということでいくんですけれども、もち

ろん過去、内示率が悪いので、膨らませては要望

はしておるんですけれども、結果としてこういう

形。ただ、委員が言われるように、国は対前年比

１００％を切っていませんので、１０１％とか、

１０２％とか、道路・河川でいつも言われるのは、

前年度に１００％を超えましたと言われるんです

けれども、そこは各県のその取り合いとか、継続

事業の中でどうしてもそっちに配分せにゃいかん

とかいうのもあったり、あと要望活動が弱いのか、

そこの辺はわかりませんけれども、大分戻ってき

たなというのはあります。 

 それと、幾らかは、どうしても、ことしこんだ

け取らないといけないというのであれば、膨らま

せて要望したりとかというのは、各課で調整しな

がら、県の指導も見ながらやっているところです。 

○委員（川添公貴）膨らませて、多分相手さん

もプロなんで、数字を見れば、ああ、これは全国

は膨れとるねとか、そのげたを履いているねとい

うのは見えると思うんですよね。大体げたを履い
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たのは見えるんで、げたを履いた分を差し引いて、

また査定されると一緒かなと思うんだけど。要は

私が国から資料をもらったんですけど、こんだけ

確保しました、１００％を超えましたというてち

ゃんとあります。じゃあ、本市に実際何ぼ来るの

よと。要はそこですよね。薩摩川内市にどれぐら

い来るのかというそこが問題なので、できれば、

その国庫補助に対して、いろんな手段を使って要

望活動等も使って確保していただくという方向で、

努力をしていただくしかないと。 

 ちなみに、国土交通省の担当の方がおっしゃっ

たのは、唾つけが大事だとおっしゃったです。そ

の継続に持っていくために唾つけが。ですので、

我々、この建設水道委員会も１０月までですけど、

そういう機会があったら、一緒に陳情するとか、

あらゆる手段をとって予算を取るべきだろうと。

余りにも比率が低かったんで、そう思います。こ

ういうおかげで橋もできないんですよね。という

ことで、今後頑張っていただきたいと思います。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 ここで、議案第９３号一般会計補正予算の審査

を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 今回、当局から報告事項はありませんので、こ

れより所管事務全般について質疑に入ります。御

質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設整備課を終わります。 

────────────── 

△建設維持課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建設維持課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）それでは、審査を一時

中止してありました議案第９３号平成３０年度薩

摩川内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建設維持課長（内田俊彦）それでは、議案

第９３号平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予

算の建設維持課分について御説明をいたします。 

 まず、歳出から御説明いたしますので、予算に

関する説明書（第２回補正）の４５ページをお開

きください。 

 上の段になります。８款２項１目道路橋梁総務

費です。補正額は６７２万７,０００円になりま

す。主な内容は、説明欄のとおり、職員の異動に

伴います給与関係の調整による減額が主なものに

なります。 

 次は、その下になります。道路維持費でござい

ます。補正額５,２００万円です。主な内容は、

説明欄のとおり、市道の維持修繕に係る工事請負

費などの経費で、原子力災害対策協力金の支援に

より、市道上高江宮下線ほか２路線の道路整備を

行うものでございます。 

 次は、４６ページをお開きください。 

 ８款２項４目橋梁維持費です。補正額は

７,５７３万８,０００円です。主な内容は、橋梁

維持費の工事請負費で、国からの国庫補助金の内

示に伴います工事請負費を減額するものでござい

ます。 

 次は、５８ページをごらんください。 

 １１款２項１目現年公共土木災害復旧費でござ

います。補正額は１,５２５万７,０００円です。

主な内容は、説明欄に記載のとおり、職員の異動

に伴います給与関係の調整による減額となります。 

 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、１１ページをお開きください。 

 目の２段目になります。１５款２項６目土木費

補助金の１節道路橋梁費補助金になります。補正

額１億７０５万８,０００円のうち、建設維持課

分は、説明欄の記載の防災安全交付金で、歳出で

説明したとおり、橋梁長寿命化の補修工事に伴う

国の内示に伴い減額するものでございます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第９３号一般会計補正予算の審査
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を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 今回は、当局から報告事項はありませんので、

これより所管事務全般について質疑に入ります。

御質疑願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、建設維持課を終わります。 

────────────── 

△区画整理課の審査 

○委員長（福元光一）次は、区画整理課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第９５号 平成３０年度薩摩川内市

天辰第一地区土地区画整理事業特別会計補

正予算 

○委員長（福元光一）それでは、議案第

９５号平成３０年度薩摩川内市天辰第一地区土地

区画整理事業特別会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第９５号平

成３０年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理

事業特別会計補正予算について、御説明申し上げ

ます｡ 

 補正の内容について、歳出の方から御説明させ

ていただきます。予算書・予算に関する説明書の

９２ページをお開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費においては、

２億２,０００万円の減額補正をお願いしており

ます。 

 説明欄をごらんください。 

 委託料１億９ ,０００万円、工事請負費

３,０００万円につきましては、内示額の確定に

より減額するものであります。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 ８６ページをお開きください。 

 １款１項１目事業収入７,０００万円の減額補

正については、次世代エネルギー課が進めており

ます天辰地区スマートモデル街区として２２ＢＬ

（ブロック）、保留地３,３５７.４平米を販売す

る予定でありましたが、次世代エネルギー課から、

整備計画決定に時間を要し、本年度の購入は見込

めないということから、今回減額するものであり

ます。 

 次に８７ページをお開きください。 

 ３款１項１目国庫補助金８,４００万円は、社

会資本整備総合交付金の内示額に伴い、減額する

ものであります。 

 次に８８ページをお開きください。 

 ４款１項１目県補助金５３０万３,０００円は、

社会資本整備総合交付金の内示額に伴い、減額す

るものであります。 

 次に８９ページをお開きください。 

 ５款１項１目一般会計繰入金８６７万

２,０００円の増額補正については、財源調整に

より増額するものであります。 

 次に９０ページをお開きください。 

 ６款１項１目繰越金１５３万１,０００円は、

前年度繰越金であります。 

 次に９１ページをお開きください。 

 ８款１項１目土地区画整理事業債７,０９０万

円は、内示額の減額に伴い、合併特例事業債を減

額するものであります。 

 次に８３ページをお開ください。 

 第２表地方債補正については、起債対象額の減

額に伴い廃止するものであります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（成川幸太郎）天辰第一地区の区画整

理事業費が２億２,０００万円減額になるんです

けれども、もうここも大分進めなきゃいけなかっ

たと思うんですが、この減額によって、その当初

予定していた計画がずれ込むことになるんです。

どの程度ずれ込むんですか。 

○区画整理課長（川畑 稔）天辰第一地区と

第二地区の全体で割り振りまして、天辰第一地区

につきましては、もうほとんど整備ができている

ということから内示額が大変だということで要望

額を若干上げておりまして、今回、第二地区と調

整をさせていただいております。この範囲内で何

とか対応できるというふうにしております。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま
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す。 

 これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第９６号 平成３０年度薩摩川内市

天辰第二地区土地区画整理事業特別会計補

正予算 

○委員長（福元光一）それでは、議案第

９６号平成３０年度薩摩川内市天辰第二地区土地

区画整理事業特別会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第９６号平

成３０年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理

事業特別会計補正予算について、御説明申し上げ

ます｡ 

 補正予算の内容につきまして、歳出のほうから

御説明を申し上げます。予算書・予算に関する説

明書の１０６ページをお開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費においては、

８,４７５万４,０００円の減額補正をお願いして

おります。 

 説明欄をごらんください。 

 給料１５万３,０００円、職員手当等９万

３,０００円は、人事異動に伴う昇格により増額

するものであります。 

 委託料２,３００万円、工事請負費７,７００万

円、補償金３,１００万円については、国庫補助

事業等確定により全体事業費を減額するとともに、

事業進捗を図るため、予算組み替えを行っており

ます。 

 次に、歳入について御説明申し上げますので、

前に戻っていただき、１０１ページをお開きくだ

さい。 

 ３ 款 １ 項 １ 目 国 庫 補助 金 ５ , ３ ９ ６ 万

８,０００円は、社会資本整備総合交付金の内示

額に伴い、減額するものであります。 

 次に、１０２ページをお開きください。 

 ４款１項１目県補助金２２６万４,０００円は、

社会資本整備総合交付金の内示額に伴い、減額す

るものであります。 

 次に、１０３ページをお開きください。 

 ５ 款 １ 項 １ 目 一 般 会 計 繰 入 金 ４ １ 万

５,０００円の増額補正については、財源調整に

より増額するものであります。 

 次に、１０４ページをお開きください。 

 ６款１項１目繰越金１２６万３,０００円は、

前年度繰越金であります。 

 次に、１０５ページをお開きください。 

 ８款１項１目土地区画整理事業債３,０２０万

円は、内示額の減額に伴い、合併特例事業債を減

額するものであります。 

 次に、９８ページをお開きください。 

 第２表地方債補正については、起債対象額の減

額に伴い限度額の変更をするものであります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第９３号平成３０年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○区画整理課長（川畑 稔）議案第９３号平

成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち、
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区画整理課に係る一般会計補正予算の歳出につい

て、御説明申し上げますので、 

 予算に関する説明書の４７ページをお開きくだ

さい。 

 ８款５項３目土地区画整理費であります。説明

欄をごらんください。 

 天辰第一地区・第二地区土地区画整理事業特別

会計補正予算に伴い、一般会計からの繰入金を天

辰第一地区については８６７万２,０００円、天

辰第二地区については４１万５,０００円、それ

ぞれ増額するものであります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第９３号一般会計補正予算の審査

を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 今回は、当局から報告事項はありませんので、

これより所管事務全般について質疑に入ります。

御質疑願います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、区画整理課を終わります。 

────────────── 

△入来区画整理推進室の審査 

○委員長（福元光一）次は、入来区画整理推

進室の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第９７号 平成３０年度薩摩川内市

入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計

補正予算 

○委員長（福元光一）それでは、議案第

９７号平成３０年度薩摩川内市入来温泉場地区土

地区画整理事業特別会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）議案第

９７号平成３０年度薩摩川内市入来温泉場地区土

地区画整理事業特別会計補正予算について御説明

申し上げます。 

 補正予算の内容につきまして、歳出の方から説

明いたしますので、予算に関する説明書の

１２１ページをお開きください。 

 １款１項１目土地区画整理事業費におきまして、

１億４,３００万７,０００円を減額するものであ

ります。 

 内訳ですが、右側の説明欄をごらんください。 

 委託料につきましては、建物調査の追加により

増額し、工事請負費及び補償金は国庫補助金の内

示に伴い減額を行うものであります。 

 次に、歳入について説明をいたしますので、前

に戻りまして、１１７ページをお開きください。 

 ３款１項１目国庫補助金８,２２０万円の減額

は、補助金の内示減によるものであります。 

 次に、１１８ページをごらんください。 

 ４款１項１目一般会計繰入金は３２０万円の減

額であります。これも国庫補助金の内示減に伴い

財源を調整するものであります。 

 次のページ、１１９ページをお開きください。 

 ５款１項１目繰越金９９万３,０００円は、前

年度決算剰余金の確定に伴い、純繰越金を計上す

るものであります。 

 次に、１２０ページをごらんください。 

 ７款１項１目土地区画整理事業債５,８６０万

円の減額は、国庫補助金の内示減に伴い財源を調

整するものであります。 

 次に、地方債補正につきまして説明いたします

ので、前に戻っていただき、１１４ページをお開

きください。 

 第２表地方債補正につきましては、起債対象額

の減額に伴い、限度額を８,７１０万円から

２,８５０万円に変更をするものであります。な

お、起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同

じでございます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり
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可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第９３号平成３０年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○入来区画整理推進室長（引地明吉）議案第

９３号平成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算

のうち、入来区画整理推進室に係ります歳出につ

いて、御説明申し上げます。 

 予算に関する説明書の４７ページをお開きくだ

さい。 

 ８款５項３目土地区画整理費におきまして、入

来区画整理推進室分としまして、右側の説明欄を

ごらんください。 

 ３２０万円の減額でございます。これにつきま

しては、入来温泉場地区土地区画整理事業特別会

計への繰出金であります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第９３号一般会計補正予算の審査

を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 今回は、当局から報告事項はありませんので、

これより所管事務全般について質疑に入ります。

御質疑願います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 以上で、入来区画整理推進室を終わります。 

────────────── 

△建築住宅課の審査 

○委員長（福元光一）次は、建築住宅課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第９０号 薩摩川内市手数料条例の

一部を改正する条例の制定について 

○委員長（福元光一）まず、議案第９０号薩

摩川内市手数料条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）議案第９０号薩

摩川内市手数料条例の一部を改正する条例の制定

について、御説明いたします。 

 議会資料の１ページをお開きください。 

 改正内容は、ことし６月２７日に公布されまし

た建築基準法の一部改正に伴い、手数料条例の一

部を改正し、審査手数料を追加するものでありま

す。 

 具体的には、大きく２点ございまして、１点目

が、建築基準法第８５条の仮設建築物に対する制

限の緩和についてですけれども、現行では、「特

定行政庁は、仮設建築物について、安全上、防火

上及び衛生上支障がないと認める場合においては、

１年以内の期間を定めて、その建築を許可するこ

とができる」となっておりますが、改正では、現

行制度に加えまして、「特定行政庁は、国際的な

規模の会議又は競技会の用に供することで、１年

を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等

については、安全上、防火上及び衛生上支障がな

く、かつ、公益上やむを得ないと認める場合にお

いては、当該仮設興行場等の使用上必要と認める

期間を定めて、その建築を建築審査会の同意を得

て許可することができる」となりました。その許

可申請に係る審査手数料が１６万２,０００円で

ございます。 

 二つ目が建築基準法第４３条の敷地等と道路と

の関係についてですが、現行では、「原則として、

建築物の敷地は、建築基準法上の道路に２メート

ル以上接していなければならない」とされており

ます。特例としまして、「敷地の周囲に広い空地

を有する等の要件を満たす建築物で、特定行政庁

が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない

と認めて、建築審査会の同意を得て許可したもの

についてはこの限りでない」とされていました。 

 今回の改正で、特例が、これまでのケースに加
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えまして、「避難及び通行の安全上必要な国土交

通省令で定める基準に適合する幅員４メートル以

上の道」、これは具体的にはまだ示されておりま

せんけれども、県の説明では、農道などの公共の

用に供する道、あるいは、位置指定道路の基準に

適合する私道などになると思われます。それに

「２メートル以上接している建築物の利用が少数

であるものとして、その用途及び規模に関し、国

土交通省令で定める基準に適合するもの」、これ

も具体的にまだ示されておりませんけれども、県

の説明では、延べ面積が２００平米以内の一戸建

ての住宅などでございます。これに「特定行政庁

が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がな

いと認めるものについては、この接道規制を適用

しない」ということになりました。そして、その

ような事案については、認定するということにな

りました。 

 そ の 認 定 申 請 に 係 る 審 査 手 数 料 ２ 万

７,０００円を手数料条例に追加するものであり

ます。手数料の金額につきましては、いずれも鹿

児島県と同額にしております。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（川添公貴）この４１の部分の仮設興行

場等、これは本市に、今後この内容に適合する施

設ができる見込みがあるんですか。 

○建築住宅課長（福島和朗）今回、示してい

るような大規模国際的な会議とか、協議会なんか

をイメージしているんですけれども、法としまし

ては、例えば東京オリンピックとか、そういうの

をイメージをしておりまして、可能性としては、

ごくごくないというふうに考えておりますけれど

も、ゼロではないということで、今回手数料を定

めさせていただきました。例えば、国体であると

か、そういう大きな大会のときに、事前に仮設の

ものとか、そういうのが可能性としてありますの

で、今回はさせていただきました。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第９１号 薩摩川内市営住宅条例の

一部を改正する条例の制定について 

○委員長（福元光一）次に、議案第９１号薩

摩川内市営住宅条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）議案第９１号薩

摩川内市営住宅条例の一部を改正する条例の制定

について、御説明いたします。 

 議会資料の２ページをお開きください。 

 改正内容は、老朽化の著しい宮崎南住宅１棟

５戸、中郷住宅３棟９戸、水引東住宅２棟６戸及

び樋脇町市比野にあります藤本住宅１棟２戸につ

いて、その用途を廃止しようとするものでありま

す。 

 用途廃止をする住宅は、１の表のとおり、宮崎

南住宅が昭和４０年度建設で築後５２年経過、中

郷住宅は昭和４０年度・昭和４４年度建築で築後

５２年・４８年経過、水引東住宅が築後４７年・

４６年、藤本住宅が築後３８年など、いずれも耐

用年数を経過しておりまして、政策空家になって

おります。 

 場所につきましては、それぞれの住宅の位置図

で赤く塗られたところになります。 

 改正後の公営住宅の管理戸数は、４ページにな

りますけれども、９２団地、３１０棟、

２,０４７戸になります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（成川幸太郎）これは、今、言われた

ように、もう既に空き家になっているわけですね。

なっているとしたら、これを廃止したときに、既

に廃止されたのもそのままになっているところな
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んですが、これを今後、いつの時点でもう更地に

するのか、そういう計画は立てているんですか。 

○建築住宅課長（福島和朗）団地によってそ

れぞれなんですけれども、今回お願いしておりま

す中郷住宅、水引東住宅、宮崎南住宅につきまし

ては、長寿命化計画の中で用途廃止をしていこう

ということで計画に載っております。棟数が結構

たくさんあるものですから、現状の中で、全て空

き家になった棟のほうから順次解体を進めていこ

うという形になっています。 

 今回、中郷住宅であったり、宮崎南住宅、水引

東住宅につきましても、その棟が全て空き家にな

りましたので、解体をお願いしております。 

 今後、空き家がずっと続きまして、解体も進ん

でいきますと、最終的には更地になっていくんで

すけれども、その団地ごとに、中郷住宅につきま

しては、将来的には建てかえを考えております。

水引東住宅につきましては、敷地が低地というこ

とで、水の心配がありますので、ここはもう考え

ておりません。最終的には、財産活用推進課のほ

うに移管をしていこうという形で考えています。

宮崎南住宅についても同様でございます。 

 藤本住宅については、今回の解体で、もう更地

になりますので、財産活用推進課のほうに所管が

えしてもらって、今後また売却なり検討をしてい

ただきたいという形で考えております。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第９２号 薩摩川内市一般住宅条例

の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（福元光一）次に、議案第９２号薩

摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）議案第９２号薩

摩川内市一般住宅条例の一部を改正する条例の制

定について、御説明いたします。 

 議会資料の５ページをお開きください。 

 改正内容は、老朽化の著しい祁答院町下手にあ

ります塔牟礼住宅２棟２戸、原口第２住宅２棟

２戸について、その用途を廃止しようとするもの

でございます。 

 用途廃止をする住宅は、表のとおり、いずれも

木造平屋建てで、塔牟礼住宅が昭和４５年度建設

で築後４７年経過、原口第２住宅が昭和５２年度

建設で築後４０年経過をしておりまして、いずれ

も政策空家で耐用年数を経過しております。場所

はそれぞれの地図の位置図で赤く塗られたところ

になります。 

 改正後の一般住宅の管理戸数は、６ページにな

りますけれども、９３団地、１７４棟、４０５戸

となります。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（大田黒 博）内容はわかるんですけ

れども、祁答院の場合に、１点だけ気になるとこ

ろが。こういう住宅が古くなって廃止をしますと

いうことで空き家になったところを、こういう形

で用途廃止しながら、次の目的がはっきりわから

ない、何に使っていくのかというものも、一つ市

民の皆さん方は問い合わせがあるということであ

ります。 

 ただ、藺牟田地区のほうから地区コミュニティ

協議会を通じて、よそから帰ってこられた方が

２０数年住んでおられて、どうしてもその地区に

なじんできたということで、どうしてもそこの地

で、その市営住宅がもう廃止になる、古くなった

んであれば、そこを買い取りたいということの要

望があったと思うんですけれども。そういうのに

対してはできないという回答があったということ

で、その辺を何とか人口増を含めて、その方々が

まず土地をどこか求められなきゃいけない。そう

いう中に、よそから来られて長年住んでおられて、
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薩摩川内市のこういう形でたくさんあるんでしょ

うけれども、そういう方向性を変えて、土地をそ

んなら売りますというふうな形で、何年以上住ん

だらという、ほかの各自治体等がやっておるとこ

ろもありますけれども、少し考えを変えて、長年

住んでいただくそういうものに対して、もう譲る

とか、何年以上住んだらそこの方々にお分けする

とかいう方向は考えられないんでしょうか。 

○建築住宅課長（福島和朗）今の委員の御質

問の点につきましては、そういう相談を地区コミ

のほうから受けております。該当の住宅がまだ平

成になってからの住宅でありまして、まだ市営住

宅として使えるというような状況であったもので

すから、そこにつきましては、個人の方に売却す

るというのは、今の段階では申しわけございませ

んけれどもということで、お断わりをしておりま

す。 

 今回、こういう形で解体のお願いをしておりま

すけれども、これにつきましては、平成２７年度

に公営住宅長寿命化計画というのを立てまして、

市内の全ての建物２,５００戸ぐらいありますけ

れども、この建物を地区ごととか、いろいろその

団地ごとに検討をしまして、解体する建物、ある

いは修繕をしていく建物という形で振り分けてお

ります。 

 今回につきましては、築後、相当数の年限がた

っておりますので、解体の方向でお願いしたいと

いうことで、地区コミのほうにも説明をし、お願

いしたところでございます。 

 委員のおっしゃるそういう売却とか、そういう

御要望があるということは承知しております。建

物の状況とか、あるいはその辺で、そういうのが

今後可能なことはあるかもしれませんけれども、

今回につきましては、まだ新しいということで、

今後もし変わられても市民の方に市営住宅として

提供したいということで、今回はお断りしたとこ

ろでございます。 

○委員（大田黒 博）一つの要望としての捉

え方が、少しずれがあるんじゃないかなと思って

いるんですけれども、そういうもう壊しますと更

地にして、その次の目的が何かあればそれはいい

ですよ。ただ、なければ、そういう要望があって、

その望んでいる方がおられれば、そこに住む土地

を購入して家を建てようかということも考えられ

ることがあるわけですよ、そういう方々は。 

 だから、そういうものにおいては、少し考慮し

て、長寿命化の中に入れていくとか、やはりこれ

からは何件かはあるんですよ。もう団塊世代を含

めて、よそで仕事を終えられた方が帰ってきて住

宅に住むと。それで、自分の実家はどうかという

と、もう廃墟寸前だということで、住宅に住みな

がら、この住宅がやがてはその自分のものにでき

る方向性はないのかねという確認をされるんです。

そういうのを含めて少しこれからはやっていかな

いと、よそに出て行かれたりするのは否めないん

じゃないかなと思っておりますので、ぜひこれを

含めて、そういうふうにしていただければありが

たいと思います。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 これより討論、採決を行います。 

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）次に、審査を一時中止

してありました議案第９３号平成３０年度薩摩川

内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○建築住宅課長（福島和朗）議案第９３号平

成３０年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち、

建設住宅課分について、御説明させていただきま

す。 

 まず、歳出予算について説明いたします。 

 予算に関する説明書（第２回補正）の４９ペー

ジをお開きください。 

 ８款６項１目住宅管理費の１ ,２１７万
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６,０００円の増額のうち、主なものは、説明欄

の中ほどですけれども、工事請負費８４０万円は、

塔牟礼住宅２棟２戸ほか１住宅の解体工事費、サ

ンビレッジ樋脇住宅浄化槽空気配管等取替工事費、

中郷住宅崖崩れ災害復旧工事費などでございます。 

 また、公営住宅ストック総合改善事業４００万

円は、戸川住宅トイレ水洗化工事において、当初

見積もり工事費に不足を生じたための、増額補正

をお願いするものであります。 

 続きまして、歳入予算について説明いたします。

１１ページをお願いいたします。 

 １５款２項６目土木費補助金、４節住宅費補助

金は、ストック総合改善事業補助金でございます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第９３号一般会計補正予算の審査

を一時中止します。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 今回、当局から報告事項はありませんので、こ

れより所管事務全般について質疑に入ります。御

質疑願います。 

○委員（大田黒 博）部長にちょっと確認で

すが、先ほど言いましたそういうものに対して、

普通財産にして、土地をどうするか目的があった

りなかったりするところは、やはりそういう地方

は地方で、旧４町はそういうところが多いんじゃ

ないかなと思っております。ぜひそういう方向性

を、やはり課長には重々こう言っているんですけ

れども、何かこういう政策的にそういう場で、立

案、提案をしていただけないでしょうかね。 

○建設部長（泊 正人）二つあったと思われ

ます。最初言われたのは、よそから入ってこられ

た人が、今、市営住宅に入っておられて、それを

もう売っていただけないかという、それは回答と

して、まだ平成になってできたので、それはでき

ないという話。もう一つは、そういう解体をする

ようなところは、更地になった場所を売却しても

らえないかとか、そういうことであります。 

 それについては、直接、建設部建築住宅課のほ

うで売却というのは難しいと思いますので、一旦、

財産活用推進課のほうの普通財産に変えてからの

売却というのは、結構やっておりますので、その

辺については、また連携をとって回答をさせてい

ただきたいと。 

○委員（大田黒 博）そうであれば、そうい

う方々が、どういう手続をすればいいのか、地区

コミュニティ協議会から上がってくれば、そうい

う説明をされたんでしょうかね。そうだったら、

どこかそういうところがあれば、土地を見つけよ

うかねというなっていくんじゃないかなと思うん

ですけれども、課長が答弁されましたけれども、

少しそういう方が、「やっぱり、大田黒さん、薩

摩川内市はでけんたんな」と言いながら、どこか

別なところを探さんならということになれば、人

口減にもつながるし、逆にさっき言った、そうい

う形で帰ってこられたら、そんならさつま町、あ

るいは姶良市等に土地を求められるんじゃないか

なと思っているんですが、物すごく心配ですけど、

その辺は。 

○建設部長（泊 正人）ただですね、一旦、

普通財産に返しますと基本、公募になります。 

［「公募ですか」と呼ぶ者あり］ 

○建設部長（泊 正人）はい。そういう形で、

実際そういう要望があるのであれば、またすぐに

そういうふうに走るわけにはいかないと思います

けど、そういう委員会で、どういう意見が出たと

いうことで、また協議をさせてください。 

○委員（大田黒 博）最後です。ぜひ、祁答

院町、入来町とか、長年おられてその地区にどこ

か探される、そういう思いですので、地区コミュ

ニティ協議会が、それじゃないねって自分たちの

地域の人口増を含めてそういう方々もこの地区に

残そうというものがあれば、地区コミュニティ協

議会はさまざまされてこられているわけですから、

やっぱり建築住宅課を通じて、そういう動きをぜ

ひしていただきたいし、提供もしていただきたい

なと思っております。普通財産になったときに、

この地区は住宅にかわるんですよと、公募します

よというものも情報をいただければありがたいの

かなと思っております。ぜひお願いします。 

○委員（川添公貴）私は２点ほど、お聞きした

いと思います。 
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 今の大田黒委員の質問は、多分建屋が建った状

態で普通財産に移管をして、買う人があったら売

れないのかいうのが一つ。今、回答された話をさ

れたのが、更地にした状態で、これは売れますよ

ね、普通財産に対する。だから、例えばその古い

建屋のままでいいですよという人が仮にいたとき

は、先に普通財産に返しておくべきじゃないのと

いう意味合いなんで、それはもう理解されたと思

うんで、多分そうだろうと。 

 私の質問は、今回、公営住宅を処分というか、

整理されるんですけど、この借り上げ住宅を計画

されていないのかどうかということ。公営住宅を

またふやしていくために借り上げ住宅ですよね。

たしかマンションを建ててもらって。計画をされ

ていないのかというのが１点と、思いをもう一つ。

東郷学園の前につくれないかという話。 

 これちょっと地元から要望があって、あそこに

その借り上げ住宅みたいなのをつくれないのかと。

というのは、小学校１年生が、今、ガツガツなで

すよ。もう一人減りゃ一クラス減るもんで、もう

切実な問題なんですけど、そこはもう裏事情です

から、あえて話をしましたけど、宇都住宅を今、

何と言いましたっけ、管理空家と言いましたっけ。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員（川添公貴）意図的に空き家にしていっ

ていますよね。 

［「政策」と呼ぶ者あり］ 

○委員（川添公貴）政策空家にしていますよね、

宇都住宅を。あの部分が相当あいてくるので、そ

こが１点。 

 それからもう一つは、市民の方から相談を受け

たんです。自分の持ち家をその市営住宅として借

りてもらえないか。そういう条例上も政策上もな

いんですよ。ないんだけど、それは難しいですよ

ね、条例も何もないのでという話をしてあるんで

すが、民間にあっせんをしてもらうのはこれはも

う当然しているんで、今後、そういう形で借り上

げ住宅等を拡大解釈したとして今後検討をする余

地があるのか。以上２点です。 

○建築住宅課長（福島和朗）１点目の借り上

げ型住宅の今後の計画ですけれども、平成２７年

度に、先ほど言いました公営住宅の長寿命化計画

の中で、今後どうしていこうかという１０年間の

計画を出しています。 

 そのときに、地区コミにアンケートなんかをと

りまして、こういう借り上げ型地域振興住宅とい

うのをつくりたい地域を、その時点では１１カ所、

２２棟の計画をしております。平成２８年度から

また順次、第２回目をずっとつくって建設してお

りますけれども、その計画にのっとった形で借り

上げ型については進めていこうという考えを持っ

ております。 

 おっしゃる東郷学園近辺のところにつきまして

も、今のその長寿命化計画の中で、東郷地域は舟

倉住宅というのがございます。低地で建てかえを

計画しておりますけれども、そのあたりを検討中

でございまして、今後、ことしですけれども、大

型投資とか、まだ具体的になっておりませんけれ

ども、そういう計画の中で、ある程度戸川住宅に

ついても、その長寿命化計画の中で建てかえとい

う方向性は見出しております。時期的には、まだ、

今のところ未定でございますけれども、その辺も

含めまして、今後、検討をしてまいりたいという

ふうに考えております。 

 それと、借り上げ型の地域振興住宅なんですけ

れども、現在、新築でずっとここ１０年ぐらい行

ってきております。当初から、その既存の建物を

借り上げて、借家として市営住宅というのもちょ

っと検討はしました。 

 新築の場合は、整備基準をつくりまして一律に

こうできるんですけれども、そのときにネックに

なったのが、建設年度がいろいろであったり、な

かなかこう一律にするのがちょっと難しかったも

んですから、その時点では具体的に建設まで、そ

の事業化までは進んでおりません。今、委員のお

っしゃるようにそういう方がおられて、なおかつ

そういう借り上げ型のをそういうのをつくる整備

しようという計画が、まず第一段階なものですか

ら、まずそういう地域であることが一番です。 

 それと、そういう地域にそういう適切な、適当

な、今後も長い間、ある程度使えるような空き家

があるかどうかということが、両方が前提になっ

てくると思いますので、今後また検討をさせてい

ただきたいと思います。 

○委員（川添公貴）２番目については、相談を

受けたものですから、一応門前払いはできないん

で、難しいですよという話をした上で、そういう

話をしたので、今後、詳細にわたって聞いて、ま
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たそのときは相談に、お願いしたいと思います。 

 それから、１点目の借り上げ住宅についてなん

ですが、計画を立てていらっしゃると、東郷地域

に関しても。これは前々から聞いていたので理解

するんですけど、舟倉住宅を当てにして建てよう

なんて、もってのほかです。あそこはもう動きゃ

れんですよ。出やれんですよ。家賃がたしか

３,０００円か。１,８００円やったかな。出やれ

んはず。 

 もうあの住宅跡地をきれいにして、場所的には

いいんですけど、出られないと思います。それよ

か、宇都住宅のほうが結構４人ぐらいかな、４軒

か５軒しか入っていないですよね。あそこを割と

更地にして、例えば代替案として、その建てたと

きの優先入居権がありますよとかいう形で持って

いったほうがいいような気がするんですよね。何

せ舟倉住宅は、場所的からして余りにも家賃が安

過ぎるんですよね。だから多分出やれんと思いま

す。 

 今後、計画があるということなので、部長、予

算的な面もあるわけですけど、立地条件とか環境

とかというのを含めて、あの付近に建てていただ

ければ、これは借り上げですから、お金がかから

ない話ですから。課長でもいいです。課長が言っ

たときは、もうするという返事だろうと思うので。

委員長、課長に答弁を。 

○建築住宅課長（福島和朗）舟倉住宅につき

まして、現地建てかえは考えておりません。あそ

こは、敷地が低いということで、非現地で考えて

おりますので、その場所につきましては、そうい

う方向でいろいろ検討をさせていただいておりま

す。よろしくお願いします。 

［「お願いします」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、建築住宅課を終わります。 

 ここで休憩いたします。おおむね昼からの再開

を１３時といたします。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時３８分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午後 ０時５７分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（福元光一）それでは、休憩前に引

き続き、会議を開きます。 

────────────── 

△都市計画課の審査 

○委員長（福元光一）次は、都市計画課の審

査に入ります。 

────────────── 

△議案第９３号 平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（福元光一）それでは、審査を一時

中止してありました議案第９３号平成３０年度薩

摩川内市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○都市計画課長（伊東理博）まず、本日は、

都市計画課の審議に対しまして、特段に御配慮を

いただきましたことを御礼申し上げます。 

 それでは、議案第９３号平成３０年度薩摩川内

市一般会計補正予算のうち、初めに歳出の都市計

画課分について御説明を申し上げます。 

 予算書・予算に関する説明書（第２回補正）の

４７ページをお開きください。 

 ８款５項１目都市計画総務費の説明欄をごらん

ください。 

 事項、都市計画総務費は、平成３０年度の人事

異動に伴う増額でございます。 

 次にその下になります８款５項２目街路費、事

項、中郷五代線整備事業費につきましては、国庫

補助金の内示による財源調整と支障物件（水道・

ガス）の移転補償のため、増額をお願いするもの

でございます。 

 次に歳入について御説明を申し上げます。 

 同じく１１ページをお開きください。 

 １５款２項６目土木費補助金の２節都市計画事

業費補助金において、社会資本整備総合交付金の

マイナス６２１万４,０００円のうち、マイナス

３５９万４,０００円が都市計画課分になります。 

 その下、コンパクトシティ形成支援事業補助金

のマイナス１２５万円が国庫補助金の内示による

減額でございます。 

 次に、２０ページをお開きください。 

 ２２款１項７目土木債の５節都市計画事業債で

すが、合併特例事業債のうち、中郷五代線につき

まして、国庫補助金の内示による財源調整でござ
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います。 

 次に前に返っていただきまして、６ページにな

ります。 

 第２表債務負担行為補正になります。２の廃止

で、立地適正化計画策定業務委託の１,０００万

円について廃止でございます。 

 これにつきましては、当初、複数年度契約によ

り計画しておりましたが、国庫補助が単年度での

充当しか認められないことが判明したため、債務

負担行為が必要でなくなったということにより廃

止するものでございます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（川添公貴）私の勉強不足で間違ってい

たら、また御指摘をいただきたいと思うんですが、

歳入のところで、国庫補助金のコンパクトシティ

形成支援事業補助金が、マイナス１２５万円にな

っていますよね。支出で土木費の中の１目なんで

すけど、これは、都市計画総務費ということで給

与に充ててあって、ここの国庫支出金がマイナス

１２５万円となっているので、これと同じ金額な

のか。それで国庫補助金が何で総務費に使えるの

かという、使えるかもしれませんが、よく私はわ

からないので、そこを説明を願いたいと思います。 

○課長代理（福壽清則）ここにつきましては、

結局、費目のほうが総務費になっておりまして、

コンパクトシティのほうの給与とは全く別でござ

います。費目のほう、事業科目のほうは一緒でご

ざいます。 

○委員（川添公貴）一般財源で人件費を払うの

はわかるんですよ。国庫補助金が人件費充当分、

この１目総務費ということで、ここは人件費で全

て計上してあるんですよね。マイナスも計上です

から、何でそういう計上ができたのかなというこ

と。 

 補助金は、土木費補助金としてコンパクトシテ

ィ形成支援事業補助金ということになっています

よね。だから、そこが何でそういう流用ができた

のかなと、わからなかったもんですから、教えて

いただければ。 

○財政課長（鬼塚雅之）この１２５万円につ

きましては、この歳出の都市計画総務費の中の事

項の中にコンパクトシティに係る事業が別にあり

ます。その事業に充当していた事業費は変わらな

いんですけれども、歳入だけ、財源だけが内示に

よりまして減額になりましたので、その財源調整

という形になります。 

 実際の事業、当初予算では、立地適正化計画策

定支援事業、この事業に当たっていまして、事業

費は１,０００万円であります。事業費自体はそ

の計画を策定するために変わらないんですけれど

も、歳入、国庫補助の部分だけが、補助内示によ

りまして１２５万円減額になった形で、今回財源

だけを落とす形の調整という形になっています。 

○委員（川添公貴）わかりました。先ほど説明

があった債務負担行為が、３年を経過して認めら

れなかったので、仕方なく財源組み替えをしたと、

極端な言い方をすれば。それで国庫補助を認めな

かったので減額をしている、それで債務負担行為

も締めて一般財源で補ったと。財源組み替えとい

うことで理解しました。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、議案第９３号平成３０年度薩摩川内市

一般会計補正予算のうち、本委員会付託分につい

て、質疑が全て終了しましたので、これより討論、

採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。本案を原案のとおり

可決すべきものと認めることに御異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（福元光一）次に、所管事務調査を

行います。 

 当局に説明を求めます。 

○都市計画課長（伊東理博）所管事務調査に

つきまして、１件報告させていただきます。 

 川内駅東口アクセス道路整備事業につきまして、
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資料は添付してございませんが、図面を使って説

明させていただいてもよろしいでしょうか。 

○委員長（福元光一）はい、どうぞ。 

[都市計画課長が前方の図面に移動] 

○都市計画課長（伊東理博）川内駅東口アク

セス道路整備事業につきましては、市道横馬場田

崎線の延長６６０メートルを拡幅整備することと

して計画を進めております。 

 ことしの５月より道路の測量調査に入らせてい

ただきまして、道路拡幅の計画案として道路線形

の図面を作成してございます。それがこの計画に

なってございます。 

 二つありますのは、こちらが市が最終的に地元

に提案しました線形でございます。もう一つ対案

として示したものですけれども、道路線形が、こ

このマルナカの３の交差点のところから、隈之城

高城線のところまでの６６０メートルなんですけ

れども、途中のあたりまで、この春田川を過ぎた

ところまでは、線形は全く同じでございます。 

 ここから用地を道路の南側に寄せてかけるのか、

北側にかけるのか。今の道路の北側か南側にかけ

るのかで違いがございます。 

 市として、都市計画課として、こちらの案を選

定しました理由は、まずこちらの北側の土地が、

今の道路の高さよりも結構高い土地になっていま

して、もしこちら側に道路をつくりますと、さら

に残地等の取りつけが難しくなっていくというこ

とで、それとあともう一つは、この交差点の進入

角度が、南側から入りましたほうがより安全な角

度になると。こちらの抜ける道と真っすぐ見通し

もよくなるということで、こちら側の南側を通す

案を選定してございます。 

 計画案について、先日、８月２７日に地元説明

会を午前と午後の２回に分けて開催しまして、

７２名の参加をいただいたところです。 

 この地元説明会において、住民の方にいただい

た主な御意見、御質問として、まず、この事業よ

り他に優先すべきことがあるのではないかといっ

た御意見、それから工事着手はいつごろか、移転

はいつしないといけないのかという御質問、それ

から市役所で移転先を探してくれないのかという

御質問、用地交渉において弁護士を立てた場合、

弁護士の費用を負担してもらえるのかとか、店舗

の移転後に売り上げが落ち込んだ場合の補償はあ

るのか、それから隈之城高城線の交差点から川内

中央中方面への道路も拡幅してもらいたいという

ことで、この先の道も拡幅してもらいたいという

御意見もございました。 

 それから、道路線形について、南側よりも北側

を拡幅する案がよい意見がございました。事業そ

のものに対して、反対意見はございませんでした。 

 先ほど北側を通したほうがいいといった御意見

につきましては、市役所としては南側ということ

で御説明をしていますので、個別にそこは御説明

を重ねて理解を得ていきたいというふうに考えて

ございます。 

 今後の予定ですけれども、用地取得費や補償費

の算定を行うため、地権者の了解を得て、用地測

量及び家屋調査を進める予定になってございます。 

○委員長（福元光一）ただいま当局の説明が

ありましたが、これを含めて所管事務全般につい

て質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（成川幸太郎）今、説明をもらったん

ですけれども、私は、実際に出席させてもらいま

したからわかっているんですが、ここの委員の中

で、この説明をされても、あと委員会を終わって

このことを聞かれたとき、説明する資料というの

がないと思うので、できたら地元説明会でいただ

いた資料を、この建設水道委員の方々にはお配り

してもらったほうがいいんじゃないかと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

○都市計画課長（伊東理博）それでは、地元

説明会時に使わせていただきました資料について

は、委員会のほうにお配りさせていただきます。 

○委員長（福元光一）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）質疑は尽きたと認めま

す。 

 以上で、都市計画課課を終わります。 

────────────── 

△委員会報告書の取り扱い 

○委員長（福元光一）以上で、日程の全てを

終わりましたが、委員会報告書の取りまとめにつ

いては、委員長に一任いただくことに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（福元光一）異議なしと認めます。

よって、そのように取り扱います。 
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────────────── 

△閉  会 

○委員長（福元光一）以上で、建設水道委員

会を閉会いたします。 
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